
様式　２  

所管課　：　森林管理課
1 事業概要 事 業 名  ：

事業種別 ： 事業主体 ： H18～H27

事業箇所 ： 根拠法令 ： 

総事業費（百万円）：　　　145 費用内訳 ： 補助　8/10 事業量 ：

2 再 評 価 □ ① 事業採択後１０年間を経過           □ ② 事業採択後５年間を経過して未着手
該当項目 □ ③ 再評価後一定期間（５年）を経過    ■ ④ 事業の中止    □ ⑤ その他（社会経済情勢の変化）

3 再評価に至っ □ ① 用地取得の困難       □ ② 調査・設計の困難　　□ ③ 事業の拡大　　□ ④ 予算の確保
た主な要因 □ ⑤ 手続き・法令の問題   □ ⑥ 他事業との関係      □ ⑦ 整備効果の問題

□ ⑧ 当初計画が長期間    ■ ⑨ その他（計画の見直し） 

4 事 業 の
進捗状況

 (Ｈ29.4時点)

5 事業効果の 　　①建設費 133,692
評価指標 　　②維持管理費 1,393

　　③森林整備費 100,192

（検討年：40年） 235,277 　※消費税込

（基準年：Ｈ29）

（単位：千円）   費用便益比　（Ｂ／Ｃ） ＝　249,435 ／ 235,277　＝　1.06

6 事業を巡る

状況の変化

7 事業の必要 ① 事業の必要性・緊急性・有効性など　　　　　

性・効率性

② 事業の効率性（代替案等の可能性やコスト縮減）

③ 事業中止による影響

8 今後の対応 ① 事業計画等 ： 

② 対住民関係 ：

③ 執行体制  　：

9 対応方針   □ ① 事業継続（現計画）　□ ② 事業継続（見直し）　■ ③ 事業の中止　 □④工事の休止

10 その他

　現体制で執行可能である。

　国頭村の林業は、就労の場として、雇用の確保や定住化を図るうえで、地域の主要な産業となっており、地域
の振興・活性化に重要な役割を果たしている。
　一方で、やんばる地域においては、希少な動植物が多く環境に配慮した森林の整備が必要であることから、
森林の利用区分（ゾーニング）や施業方法の検討を進め、平成25年度にその方針を取りまとめている。
　それに基づき、当該路線の開設は中止し、別の手法により森林整備を進めることとして、平成29年３月に変更
した県営林経営計画において示している。

　本林道により整備予定である森林については、旧作業道（かつて森林施業用に用いた舗装のない簡易な道
で、現在は森林に戻っている）の再整備、新たな作業道の作設、架線系集材機等の活用により環境に配慮した
手法による森林整備を進める計画である。

　特に無し。

　当該路線は北部地域森林計画において、開設計画路線として記載されているため、平成29
年12月に開催予定である森林審議会において、計画路線から除外する内容の諮問を予定し
ている。

　　林道開設事業の中止については、作業道の作設、再整備、架線系集材機等を活用することにより森林施業
を実施することが可能であることから、影響は少ないものと考える。

② 地元･自治体： 　平成29年９月11日、国頭村長に事業中止予定の旨説明し、理解を得ている。

　　　③森林の総合利用 65,742

　本路線は、平成18年度に工事を予定していたが、費用対効果及び環境問題等に関し、再
評価を実施する必要性が生じたことから、公共事業評価監視委員会に諮問し、事業を休止し
た。
　事業休止の間、やんばる地域の森林の利用区分（ゾーニング）や施業方法等の検討を進
め、開設予定の当該路線に係る利用区域の森林施業計画については、旧作業道の再整備、
新たな作業道の作設、架線系集材機等を活用して実施するよう見直したため、当該事業は
中止することとして諮問するに至った。
　また、平成19年８月15日には、国頭村における林道開設事業に関する住民訴訟が那覇地
方裁判所に提起されているが、平成27年３月18日に原告側の請求を却下、棄却する判決内
容であった。

③ 利害関係者： 　平成29年９月11日、国頭森林組合長に事業中止予定の旨説明し、理解を得ている。

　  B　総便益（基準年換算) 249,435    C　総費用（基準年換算）

① 社会･経済 ：　

率 21% 0% -

　　　①木材生産等 1,081

　　　②森林整備経費縮減等 182,612

計画 145 1,980 -

実施済 30 0 -

項目 事業費（百万円） 整備（ｍ） 用地取得（千㎡）

　平成22年度に事業を休止した後、やんばる地域の森林の利用区分（ゾーニング）や施業方法等の検討を進
めた。その結果をふまえ、開設予定の当該路線に係る利用区域の森林施業計画については、旧作業道の再整
備、新たな作業道の作設、架線系集材機等を活用して実施するよう見直したため、当該事業は中止することと
して諮問するに至った。

1-2 前再評価以降
　　　の計画変更

H18～H29

L=1,980m W=３m

（整備目的）

　林道は、木材の収穫、造林・保育間伐等の森林施業の効率的な実施、森林の持つ水源かん養や保健文化機
能等の公益的機能の高度発揮、山村地域の雇用の場の確保、定住化を図るための重要な施設である。
　本林道については、利用区域内の森林が、比較的低齢級の人工林が多く、今後適切な森林整備を行う必要
があることから、除間伐や複層林施業を中心とした森林整備を行う目的である。

 (具体的理由)

なし

・自然保護団体、NPOの方々と細かく対話をした方がよい。
・森林保全やツーリズムを目的に使用する道は、負荷を最小限にするよう、作業道がポイントになると思う。
・やんばるの森が荒廃し、沖縄観光のイメージを損なわないよう、多角的、多面的な検討を行って欲しい。

（前再評価での
主な意見当）

公 共 事 業 再 評 価 調 書（再々評価）

県営林道開設事業（伊楚支線）

林道開設事業 沖縄県 当初事業期間 ： 

国頭村 森林法 事業期間 ：

1



 

所管課　：　森林管理課
1 事業概要 事 業 名  ：

事業種別 ： 事業主体 ： H18～H27

事業箇所 ： 根拠法令 ： 

総事業費（百万円）：　　　145 費用内訳 ： 国　8/10 県　2/10 事業量 ：

2 再 評 価 □ ① 事業採択後１０年間を経過           ■ ② 事業採択後５年間を経過して未着手
該当項目 □ ③ 再評価後一定期間（５年）を経過    □ ④ 事業の中止    □ ⑤ その他（社会経済情勢の変化）

3 再評価に至っ □ ① 用地取得の困難       □ ② 調査・設計の困難　　□ ③ 事業の拡大　　□ ④ 予算の確保
た主な要因 □ ⑤ 手続き・法令の問題   □ ⑥ 他事業との関係      □ ⑦ 整備効果の問題

□ ⑧ 当初計画が長期間    ■ ⑨ その他（社会経済情勢の変化） 

4 事 業 の
進捗状況

 (Ｈ23.2時点)

5 事業効果の 　　①事業費（全事業費の合計） 125,957
評価指標 　　②維持管理費 4,706

（検討年：40年） 130,663 　※消費税込

（基準年：Ｈ22）

（単位：千円）   費用便益比　（Ｂ／Ｃ） ＝　193,187 ／ 130,663　＝　1.48

6 事業を巡る

状況の変化

7 事業の必要 ① 事業の必要性・緊急性・有効性など　　　　　

性・効率性

② 事業の効率性（代替案等の可能性やコスト縮減）

③ 事業効果の発現状況

　工事については、未着工である。

8 今後の対応 ① 事業計画等 ： 

② 対住民関係 ：

③ 執行体制  　：

9 対応方針   □ ① 事業継続（現計画）　□ ② 事業継続（見直し）　□ ③ 事業の中止　 ■④工事の休止

対比のための参考調書（平成22年度の再評価内容）

県営林道開設事業（伊楚支線）

林道開設事業 沖縄県 当初事業期間 ： 

国頭村 森林法 事業期間 ： H18～

L=1,980m W=３m

（整備目的）

　林道は、木材の収穫、造林・保育間伐等の森林施業の効率的な実施、森林の持つ水源かん養や保健文化機
能等の公益的機能の高度発揮、山村地域の雇用の場の確保、定住化を図るための重要な施設である。
　本林道については、利用区域内の森林が、比較的低齢級の人工林が多く、今後適切な森林整備を行う必要
があることから、除間伐や複層林施業を中心とした森林整備を行う目的で整備する。

 (具体的理由)

　やんばる地域は、林業が古くから営まれ、本県における木材の主要な産地である一方、希少な野生動植物が
生息・生育しており、林道建設について、県民等からの様々な意見があることから、林業と自然環境の保全との
調和を早急に図る必要がある。

このような事業を巡る社会経済情勢の変化により、本事業の再評価を実施し、事業の効率性及びその実施
過程の透明性の一層の向上を図る必要が生じていると判断した。

項目 事業費（百万円） 整備（ｍ） 用地取得（千㎡）

　　　②森林整備経費縮減等 141,870

計画 145 1,980

率 21% 0%

-

実施済 30 0 -

-

　　　①木材生産等 863

③ 利害関係者： 　特に問題なし

　  B　総便益（基準年換算) 193,187    C　総費用（基準年換算）

① 社会･経済 ：　 　平成19年度に、希少な野生動植物等の保全を図るための環境調査を実施した。その結果
を基に、学識経験者からなる委員会を開催し、環境保全対策の検討を進める一方、並行して
県民等の意見を聴取したところ、林道建設に対し、｢環境保全対策への十分な対応が必要で
ある｣等の様々な意見があった。
　また、平成19年８月15日には、国頭村における林道開設事業に関する住民訴訟が那覇地
方裁判所に提起されている。

② 地元･自治体： 　平成２１年３月に、やんばる地域３村等から、林道建設を含む森林・林業活性化に関する要
請があった。

　　　③森林の総合利用 50,454

　現体制で執行可能である。

　国頭村の林業は、就労の場として、雇用の確保や定住化を図るうえで、地域の主要な産業となっており、地域
の振興・活性化に重要な役割を果たしている。
　また、製造・加工技術の向上等により、県産材の幅広い利用が進められており、県産材の安定的な供給を図
る必要があることから、平成19年に国頭村が木材拠点産地に認定された。
　本林道については利用区域内の森林が、比較的低齢級の人工林が多く、今後適切な森林整備を行うために
必要である。

　本林道を整備し、収穫、造林、森林の適正な管理を行うことにより、森林施業の効率化及び森林の適切な管
理等を行うために必要である。
　また、森林とのふれあい等のレクレーション利用も図られる。

　やんばる地域における林業と自然環境の保全との調和を図る必要があることから、森林の
持つ多面的機能を評価し、重視すべき機能に応じた利用区分(ゾーニング)や施業方法等を
見直し、その結果を踏まえ、環境保全対策等を検討する間、工事を休止する。

　地域住民及び関係者等との調整を進める。
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